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告 示

北海道告示第 号

次のとおり一般競争入札により落札者を決定した。
平成 年 月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 落札に係る物品等の名称及び数量

落札に係る物品等の名称
牛海綿状脳症診断用酵素抗体反応キット（フレライザ （マイクロチューブ及び

破砕ビーズ 検体分を含む。））
数量（調達予定数量）
と畜場内で解体される牛 頭、めん羊・山羊 頭分の検査に必要とされる検査

セット数
２ 落札を決定した日

平成 年９月 日
３ 落札者の氏名及び住所

氏 名 大槻理化学株式会社
住 所 北見市卸町１丁目６番地２

４ 落札金額
１セット当たりの単価 円

５ 契約の相手方を決定した手続
一般競争入札

６ 一般競争入札の公告
平成 年８月７日付け北海道告示第 号

７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
名 称 北海道保健福祉部保健医療局食品衛生課
所在地 札幌市中央区北３条西６丁目

北海道告示第 号

土地改良法（昭和 年法律第 号）第 条第２項の規定により、平成 年 月５日、オ
ロロン土地改良区の定款の変更を認可した。
平成 年 月 日

北海道知事 高 橋 はるみ

北海道告示第 号

農林水産大臣から、次のように保安林を指定する予定である旨、森林法（昭和 年法律第
号）第 条の規定による通知があった。
平成 年 月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 保安林予定森林の所在場所 河東郡音更町字東和西三線 の２地先（国有林。次の図

に示す部分に限る。）
２ 指 定 の 目 的 公衆の保健
３ 指 定 施 業 要 件

立 木 の 伐 採 の 方 法
ア 主伐は、択伐による。
イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。
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（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道水産林務部
林務局治山課及び音更町役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第 号

森林法（昭和 年法律第 号）第 条の２第２項の規定により、次のように保安林の指
定を解除する予定である。
平成 年 月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 解除予定保安林の所在場所 河東郡鹿追町鹿追北４線５の ・５の ・５の

（以上３筆について次の図に示す部分に限る。）、５
の

保安林として指定された目的 風害の防備
解 除 の 理 由 土地改良事業用地とするため

２ 解除予定保安林の所在場所 河西郡更別村字更別 の１・ の４・ ・ ・
の１（以上５筆について次の図に示す部分に限

る。）
保安林として指定された目的 風害の防備
解 除 の 理 由 用排水路用地とするため

３ 解除予定保安林の所在場所 河西郡更別村字更別 ・ の１（以上２筆につい
て次の図に示す部分に限る。）

保安林として指定された目的 公衆の保健
解 除 の 理 由 用排水路用地とするため

（「次の図」は、省略し、その図面を北海道十勝支庁産業振興部林務課及び関係町村役場
に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第 号

森林法（昭和 年法律第 号）第 条の２第２項の規定により、次のように保安林の指
定を解除する。
平成 年 月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 解除に係る保安林の所在場所 室蘭市崎守町 （次の図に示す部分に限る。）

保安林として指定された目的 土砂の崩壊の防備
解 除 の 理 由 港湾施設用地とするため

２ 解除に係る保安林の所在場所 釧路市音別町４の１（次の図に示す部分に限る。）
保安林として指定された目的 水源のかん養

解 除 の 理 由 道路用地とするため
３ 解除予定保安林の所在場所 枝幸郡枝幸町岬町 の２（次の図に示す部分に限

る。）
保安林として指定された目的 風害の防備
解 除 の 理 由 道路用地とするため

４ 解除予定保安林の所在場所 枝幸郡枝幸町岬町 の２（次の図に示す部分に限
る。）

保安林として指定された目的 公衆の保健
解 除 の 理 由 道路用地とするため

（「次の図」は、省略し、その図面を関係支庁産業振興部林務課並びに関係市役所及び枝
幸町役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第 号

建設業法（昭和 年法律第 号）第 条第１項の規定により、次のとおり建設業の許可
を取り消した。
平成 年 月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 処 分 を し た 年 月 日 平成 年 月２日
２ 処 分 を 受 け た 者

商号及び代表者の氏名 舟越重建興業 舟越 広海
主たる営業所の所在地 中川郡豊頃町茂岩栄町 番地
建設業の許可の番号 般 十第 号

３ 処 分 の 内 容 許可の取消し
４ 処分の原因となった事実 上記の者が建設業法第 条第１項第２号に該当した。

北海道告示第 号

昭和 年北海道告示第 号（河川区域の指定）の一部を次のように改正する。その関係
図面は北海道旭川土木現業所に備え置いて縦覧に供する。
平成 年 月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
表の１一級河川ベベルイ川の項図面の欄中「第１号図から第３号図まで」を「第１号図の
２、第２号図の２、第３号図の２」に改める。

北海道告示第 号

昭和 年北海道告示第 号（河川予定地の指定）の一部を次のように改正する。その関
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係図面は北海道旭川土木現業所に備え置いて縦覧に供する。
平成 年 月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
表の１一級河川ベベルイ川の項図面の欄中「第１号図の２、第２号図の２、第３号図の

２」を「第１号図の２」に改める。

北海道告示第 号

次の宅地建物取引業者の事務所の所在地を確知できないので、宅地建物取引業法（昭和
年法律第 号）第 条第１項の規定により公告する。
なお、公告の日から 日を経過しても申出がないときは、同項の規定により、宅地建物取

引業の免許を取り消すことがある。
平成 年 月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 所 在 地 札幌市中央区北４条西 丁目１ ２カインド札幌ビル４階
２ 商号又は名称 有限会社日本宅建
３ 代表者氏名 茂泉 喜郎
４ 免許証番号 北海道知事免許 石狩 第 号

公 表

水防法（昭和 年法律第 号）第 条第１項の規定により、一級河川石狩川水系倉沼川
に係る浸水想定区域を指定したので、同条第３項の規定により当該区域及び浸水した場合に

想定される水深を公表する。
これらを表示した図面は、北海道建設部土木局河川課並びに北海道旭川土木現業所事業部
治水課及び事業課に備え置いて閲覧に供する。
平成 年 月 日

北海道知事 高 橋 はるみ

道 収 用 委 員 会 告 示

北海道収用委員会告示第 号

土地収用法（昭和 年法律第 号）第 条の２の規定により、収用の裁決手続の開始を
決定したので、次のとおり公告する。
平成 年 月 日

北海道収用委員会会長 川 村 昭 範
１ 事 件 名
平成 年（収）第６号一般国道 号改築工事（道央圏連絡道路・千歳市祝梅地内）収

用事件
２ 起業者の名称
国土交通大臣

３ 事業の種類
一般国道 号改築工事（道央圏連絡道路「新千歳空港関連」新設工事・寿 から中

央 （仮称）まで）
４ 裁決手続開始を決定する土地

裁 決 手 続 開 始 を 決 定 す る 土 地 土 地 所 有 者 土地に関して権利を有する関係人

所 在 地 番 地 目
登記記録上
の 地 積
（ ）

実測地積

（ ）

収用しよう
とする土地
の面積（ ）

氏 名 住 所 氏 名 住 所
権 利 の 表 示

受付年月日
・受付番号 種 類

千歳市祝梅
番 山 林

須 永 則 江
不明
ただし、土地の登記記録上の住所
東京都品川区上大崎二丁目 番３ 号

なし なし なし なし
番 山 林

５ 裁決手続開始決定の日
平成 年 月５日

北海道収用委員会告示第 号

土地収用法（昭和 年法律第 号）第 条の２の規定により、収用の裁決手続の開始を
決定したので、次のとおり公告する。
平成 年 月 日
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北海道収用委員会会長 川 村 昭 範
１ 事 件 名
平成 年（収）第６号一般国道 号改築工事（道央圏連絡道路・千歳市祝梅地内）収

用事件
２ 起業者の名称

毎 週 火 ・ 金 曜 日 発 行 （購読料金（送料とも）は月額 円） 発 行 北 海 道
編 集 総務部人事局法制文書課
印 刷 富 士 プ リ ン ト 株 式 会 社

国土交通大臣
３ 事業の種類
一般国道 号改築工事（道央圏連絡道路「新千歳空港関連」新設工事・寿 から中

央 （仮称）まで）
４ 裁決手続開始を決定する土地

５ 裁決手続開始決定の日
平成 年 月５日

別紙

裁 決 手 続 開 始 を 決 定 す る 土 地 土 地 所 有 者 土地に関して権利を有する関係人

所 在 地 番 地 目
登記記録上
の 地 積
（ ）

実測地積

（ ）

収用しよう
とする土地
の面積（ ）

氏 名 住 所 氏 名 住 所
権 利 の 表 示

受付年月日
・受付番号 種 類

千歳市祝梅 番６ 原 野 別紙のとおり なし なし なし なし

氏 名 住 所

（共有持分 分の２） 門 脇 シゲ子 不明 ただし、土地の登記記録上の住所 恵庭市泉町 番地

（共有持分 分の２） 北 野 スミ子 千歳市北斗２丁目 番 号

（共有持分 分の１）（亡）舟見浩美 法定相続人 法定相続持分３分の１ 溝 口 里 江 石川県小松市下粟津町い６番地４

（ 同上 ） 法定相続持分３分の１ 奥 野 琴 江 千歳市北栄１丁目 番９号

（ 同上 ） 法定相続持分３分の１ 舟 見 清 二 不明 ただし、住民票上の最後の住所 千歳市北栄１丁目 番５ 号

（共有持分 分の１） 島 茂 夫 埼玉県さいたま市大宮区三橋１丁目 番地３

（共有持分 分の１） 斎 藤 ミネ子 千歳市富丘４丁目３番 号

（共有持分 分の１） 佐 藤 巖 江別市野幌寿町 番地の８

（共有持分 分の４） 山 下 金 良 愛 県南宇和郡愛南町魚神山 番地

（共有持分 分の１） 桑 原 孝 司 秋田県大仙市神宮寺字屋敷南 番地

（共有持分 分の２） 村 上 良 昭 帯広市西 条南４丁目 番地

（共有持分 分の２） 内 田 文 子 愛知県豊橋市佐藤一丁目９番地の１（２ ）

（共有持分 分の３） 児 玉 幸 枝 恵庭市相生町１番地の８（ピースオブマインド恵庭 号）

（共有持分 分の３） 三 星 千歳市日の出５丁目８番 号

（共有持分 分の２） 藍 原 俊 恵 宮城県仙台市青葉区花京院１丁目５番 号


